
 
 
 
 急な発熱と咳（せき）またはのどの痛みなどインフルエンザの症状のある方は、

これまでの発熱外来から、 

 「かかりつけ医など最寄りの医療機関」で受診できるように

なりました。 

 

 
 

●事前に、医療機関に電話をした上で、受診しましょう。 

 感染拡大の防止のため、事前の電話連絡をして受診方法を確認するよう御協

力をお願いします。 

●受診する際には、必ずマスクを着用しましょう。 
 

 

 

新型インフルエンザに関する相談は、下記連絡先までご相談ください。 

●新型インフルエンザ相談窓口（平日８：３０～１７：３０） 

※郡山市・いわき市保健所は、平日８：３０～１７：１５までとなります。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

国の運用指針の変更に伴い  

７月２７日から新型インフルエンザへの対応が変わります  

「インフルエンザかもしれない？」と思った方は・・・？

新型インフルエンザに関する相談 

県北保健福祉事務所  電話 ０２４－５３４－４１０８ FAX ０２４－５３４－４１６２

県中保健福祉事務所  電話 ０２４８－７５－７８２７ FAX ０２４８－７５－７８２５

県南保健福祉事務所  電話 ０２４８－２１－２１９１ FAX ０２４８－２３－１２５２ 

会津保健福祉事務所  電話 ０２４２－２９－５２０３ FAX ０２４２－２９－５５１３ 

南会津保健福祉事務所 電話 ０２４１－６３－０３１３  FAX ０２４１－６３－０３１０ 

相双保健福祉事務所   電話 ０２４４－２６－１１８２ FAX  ０２４４－２６－１３３２ 

郡山市保健所      電話  ０２４－９２４－２１６３  FAX ０２４－９３４－２９６０ 

いわき市保健所     電話 ０２４６－２７－８５９６  FAX ０２４６－２７－８６００ 

県庁医療看護課    電話 ０２４－５２１－７９９５ FAX ０２４－５２１－２１９１ 
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